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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月20日(2016.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験体の口中の細菌を減少させるための水性組成物であって、可溶性誘導体化キトサン
を含み、該誘導体化キトサンが、以下の式（Ｉ）

【化１５３】

のキトサンを含み、
　式中
　ｎは、２０～６０００の整数であり、
　各Ｒ１は、出現する毎に、水素、アセチル、および式（ＩＩ）の基から独立に選択され
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、ここで、式（ＩＩ）が、
【化１５４】

から選択され、
　Ｒ１置換基の少なくとも２５％はＨであり、Ｒ１置換基の少なくとも１％はアセチルで
あり、Ｒ１置換基の少なくとも２％は式（ＩＩ）の基であり、
　該誘導体化キトサンの分子量は、１０，０００～１５０，０００Ｄａであり、
　該誘導体化キトサンの濃度は、１０～２５０ｐｐｍであり、
　該水性組成物がさらに、湿潤剤を含み、
　有効量の水性組成物が、該口と接触し、該水性組成物が吐き出され、それによって、該
被験体の口中の細菌を減少させることを特徴とする、
水性組成物。
【請求項２】
　前記被験体の口中の細菌の量が、前記組成物と接触していない細菌の量と比較して、少
なくとも５０％減少する、請求項１に記載の水性組成物。
【請求項３】
　前記被験体が、少なくとも２ｍｌの前記組成物を含む前記組成物で口をすすぐ、請求項
１に記載の水性組成物。
【請求項４】
　前記被験体が、前記組成物で少なくとも１５秒間、口をすすぐ、請求項１に記載の水性
組成物。
【請求項５】
　前記組成物が、前記被験体によって摂取されない、請求項１に記載の水性組成物。
【請求項６】
　前記被験体が、前記組成物で少なくとも１日１回、口をすすぐ、請求項１に記載の水性
組成物。
【請求項７】
前記被験体が、少なくとも１０ｍｌの前記組成物で１日２回、口をすすぐ、請求項１に記
載の水性組成物。
【請求項８】
　前記被験体が、１種または複数の口腔疾患または状態を有する、請求項１に記載の水性
組成物。
【請求項９】
　前記口腔疾患または状態が、歯垢、歯肉炎、齲蝕、または口臭である、請求項８に記載
の水性組成物。
【請求項１０】
　前記被験体が、歯垢、腫れた歯肉、口のびらん、明赤色もしくは紫色の歯肉、光沢のあ
る歯肉、膿を出す腫れた歯肉、猛烈な口腔の臭い、圧力がかからない限り無痛の歯肉、穏
やかな歯磨きでさえ容易に出血する歯肉、または様々な程度の重症度を伴う痒みを有する
歯肉を有する、請求項１に記載の水性組成物。
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【請求項１１】
　前記被験体が、デンタルフロスを使用したとき容易に出血する歯肉を有する、請求項１
０に記載の水性組成物。
【請求項１２】
　前記被験体が、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｍｕｔａｎｓ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃ
ｕｓ　ｓａｎｇｕｉｓ、Ｔｒｅｐｏｎｅｍａ　ｄｅｎｔｉｃｏｌａ、Ｐｏｒｐｈｙｒｏｍ
ｏｎａｓ　ｇｉｎｇｉｖａｌｉｓ、Ａｇｇｒｅｇａｔｉｂａｃｔｅｒ　ａｃｔｉｎｏｍｙ
ｃｅｔｅｍｃｏｍｉｔａｎｓ、Ｆｕｓｏｓｐｉｒｏｃｈｅｔｅｓ、Ｖｅｉｌｌｏｎｅｌｌ
ａ、および病原性Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｉのいくつかの形態、Ａｃｔｉｎｏｍｙｃｅｓ
　ｖｉｓｃｏｓｕｓ、またはＮｏｃａｒｄｉａ　ｓｐｐ．に感染している、請求項１に記
載の水性組成物。
【請求項１３】
　抗生物質が被験体に投与されることによって特徴づけられる、請求項１に記載の水性組
成物。
【請求項１４】
　機械的または超音波デブリードマンの使用によって、口から細菌および関連する残屑の
表層が物理的に除去される、請求項１に記載の水性組成物。
【請求項１５】
　前記湿潤剤がポリオールである、請求項１に記載の水性組成物。
【請求項１６】
　前記湿潤剤がグリセリンである、請求項１に記載の水性組成物。
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